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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年３月１８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年２月２２日 ０５時１５分ごろ 

発生場所 静岡県南伊豆町手石港南東方沖 田牛
とうじ

港南防波堤灯台から真方位１４８°

１.７海里（Ｍ）付近（概位 北緯３４°３６.９′ 東経１３８°５６.

０′） 

事故調査の経過  平成２１年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 第六愛
あい

丸、１０トン 

   ＳＯ２－４５００（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.４０ｍ(Lr)×３.４３ｍ×１.２１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.４６kＷ、平成２年１１月１８日 

Ｂ 遊漁船 第二惠
けい

丸、７.９トン 

   ＳＯ２－４９６０（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.０５ｍ(Lr)×２.９９ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３６４.０７kＷ、平成１０年４月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５５年６月２５日 

    免許証交付日 平成１９年３月３０日 

           （平成２５年３月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１０年３月１６日 

    免許証交付日 平成１９年１１月２９日 

           （平成２５年３月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 操舵室後方囲壁損壊、左舷舷側外板に破口 

Ｂ 球状船首部き
．
裂、船首部ハンドレール曲損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、釣り客２人を乗せ、平成２１年２

月２２日（日）０４時５５分ごろ、静岡県手石港内の係留場所を出港し

た。 

 船長Ａは、Ａ船のレーダーが出港前から不調で、出港時も作動しなかっ

たので、青野川河口付近に至ったとき、同じ釣り場に向かう遊漁船（以下

「Ｃ船」という。）が、河口付近の係留場所から出港するのを見て、Ｃ船の



- 2 - 

後方を航行することとし、その旨を無線でＣ船に伝えた。 

 Ａ船は、Ｃ船の後方約６０～７０ｍを、約１１８°の針路及び約１０ノ

ット(kn)の速力で航行中、手石港の南東方沖にある横根付近に至ったと

き、左舷前方にＢ船の右舷灯を視認した。 

 船長Ａは、Ｂ船の右舷灯が見えるのに、他の灯火が見えなかったことか

ら、Ｂ船の動静について、無線でＣ船に問い合わせたところ、Ｃ船から、

Ｂ船の左舷灯が見える旨の回答を得たので、Ｂ船の動静に注意しながら約

８knに減速して航行した。 

 船長Ａは、Ｂ船の灯火に注意しながら航行していたところ、前方を航行

するＣ船が右転を始めたのを知ったが、同様に右転すると横根に接近して

しまう危険を感じ、舵操作をためらった。船長Ａは、Ｃ船が大きく右転し

たときに急いで右舵をとったが、０５時１５分ごろ、Ａ船の左舷中央部後

方とＢ船船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、手石港に帰航す

るため、約２８６°の針路及び約８kn の速力で、自動操舵で航行中、１.

５Ｍレンジにしたレーダーで、船首方０.５Ｍ付近にＣ船の映像を認め、ま

た同じころにＣ船の左舷灯を視認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ｃ船の左舷灯がＢ船の左舷側方約１５ｍを航過し、

その後、Ｂ船の船尾を過ぎるのを目で追っていたとき、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

月齢 ２６.３、日出時刻 ０６時２２分 

潮汐：ほぼ高潮期 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船は、レーダー装備を義務づけられていなかった。 

 Ｂ船のマスト灯は、事故当時、接触不良のため点灯していなかった。船

長Ｂは、本事故後に、マスト灯が点灯していなかったことを知った。 

 船長Ｂは、衝突するまでＡ船に気付いていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

不明 

 Ａ船は、レーダーが作動していなかったものと

考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船の右舷灯のみを視認したことか

ら、動静を確認するため減速したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、前方のＣ船からはＢ船の左舷灯が視

認でき、またＣ船が右転したことを知ったが、横

根に接近する危険を考えて右転をためらい、Ｂ船

と衝突のおそれがある態勢で航行したものと考え

られる。 

 船長Ａは、Ａ船のレーダーが作動しておらず、

横根との位置関係やＢ船の動静を、レーダーで確

認することができなかったことと、Ｂ船のマスト

灯が点灯していなかったこととが関与して、右転

をためらった可能性があると考えられる。 
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 Ｂ船は、マスト灯が点灯していなかったものと

考えられる。 

 船長Ｂは、右舷前方の適切な見張りを行ってい

なかったことから、衝突するまでＡ船に気付かな

かったものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、夜間、静岡県手石港南東方沖において、Ａ船が釣り場に向け

航行中、Ｂ船が手石港に向けて帰航中、Ａ船が、Ｂ船と衝突のおそれがあ

る態勢で航行し、またＢ船が、Ａ船に気付かず航行したため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

 




